
自動車損害賠償責任保険基準料率改定等
のお知らせ

このたび、「損害保険料率算出機構」が算出・届出を行った新たな自賠責保険の基準

料率が、平成２３年４月１日以降に保険期間が始まる契約より適用されることについて、

「自動車損害賠償責任保険審議会」（以下、審議会）において了承する旨の答申がなさ

れ、基準料率の変更について平成２３年２月１日付官報に公示されましたのでお知らせ致

します。

なお、これにより本年４月１日以降の保険始期のものについては、本年３月末までに

契約した場合であっても新保険料率となりますので、継続検査等の取扱いの際に、ユー

ザーとトラブルにならないよう留意の程よろしくお願い致します。

自賠責保険料の改定（値上げ）につきましては、自動車関連業界として、審議会のメ

ンバーであります「一般社団法人日本自動車会議所」及び「社団法人日本自動車連盟」

等を通じて反対しておりましたが、結果的に今回の答申となりました。

また、審議会では付加保険料率（保険会社の社費、代理店手数料）の見直しについて

も検討され、今後、検討機関を設置し実態調査を実施するなどして、付加保険料率の見

直し結果を平成２５年度料率から反映する予定ですが、その詳細等情報は入手次第逐次お

知らせ致します。



車 種 現行基準料率
Ａ

改定基準料率
Ｂ

改定額
Ｃ＝Ｂ－Ａ

改定率
Ｄ＝Ｃ÷Ａ

自家用乗用自動車 １３，８５０ １５，１１０ １，２６０ ９．１
自家用小型貨物自動車 １２，２５０ １４，１９０ １，９４０ １５．８
軽自動車（検査対象車） １２，０９０ １３，６００ １，５１０ １２．５
小型二輪自動車 ９，２８０ ９，６４０ ３６０ ３．９
原動機付自転車 ６，９６０ ７，２８０ ３２０ ４．６

車 種 現行基準料率
Ａ

改定基準料率
Ｂ

改定額
Ｃ＝Ｂ－Ａ

改定率
Ｄ＝Ｃ÷Ａ

自家用乗用自動車 ２２，４７０ ２４，９５０ ２，４８０ １１．０
自家用小型貨物自動車 １９，２９０ ２３，１３０ ３，８４０ １９．９
軽自動車（検査対象車） １８，９８０ ２１，９７０ ２，９９０ １５．８
小型二輪自動車 １３，４００ １４，１１０ ７１０ ５．３
原動機付自転車 ８，７９０ ９，４２０ ６３０ ７．２

車 種 現行基準料率
Ａ

改定基準料率
Ｂ

改定額
Ｃ＝Ｂ－Ａ

改定率
Ｄ＝Ｃ÷Ａ

自家用乗用自動車 ３０，９１０ ３４，６００ ３，６９０ １１．９
自家用小型貨物自動車 － － － －
軽自動車（検査対象車） ２５，７３０ ３０，１７０ ４，４４０ １７．３
小型二輪自動車 １７，４５０ １８，５００ １，０５０ ６．０
原動機付自転車 １０，５８０ １１，５２０ ９４０ ８．９

◆自賠責保険料の改定
自賠責保険料が改定され、基準料率全体では平均１１．７％の引き上げとなります。

【実施日】
平成２３年４月１日以降保険始期契約から新保険料が適用されます。

【主要車種の基準料率の例】
●保険期間：１２か月（１年契約） （単位：円、％）

●保険期間：２４か月（２年契約） （単位：円、％）

●保険期間：３６か月（３年契約） （単位：円、％）

※上記の値は、離島地域および沖縄県については異なります。
【出展：損害保険料率算出機構】

（注）詳しくは保険会社にお問い合わせください。


